
 

箱根町立小・中学校校名選定委員会設置要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、箱根町立小・中学校校名選定委員会（以下「委員会」という。）の設置、運

営等に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （設置） 
第２条 箱根町立小・中学校のうち、統合小学校及び統合中学校の校名に関する一切の事項につい

て協議し、その原案作成を目的に、委員会を設置する。 
 （組織） 
第３条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。 
２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
３ 委員長には助役を、副委員長には教育長をもって充てる。 
４ 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。 
５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （会議の招集等） 
第４条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員会は、半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 
３ 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 
４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 
 （結果の尊重） 
第５条 委員会において決定された事項について、町はこれを尊重しなければならない。 
 （設置期間） 
第６条 委員会は、施行日から、その目的が達成したときまでとする。 
 （事務局） 
第７条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。 
 （委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長がその都度会

議に諮って、定める。 
 

 附 則 
 この要綱は、平成１８年１２月１２日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 
委員長 助役 
副委員長 教育長 
構成員（町） 教育次長 学校教育課長   
構成員（その他） 各小・中学校長 PTA 関係者６名（湯本中学校、箱根明星中学校、仙石原中学

校、温泉小学校、宮城野小学校、箱根小学校） 町自治会連絡協議会から推薦

された者５名 教育委員 
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箱根町立小・中学校統廃合準備委員会設置要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、箱根町立小・中学校統廃合準備委員会（以下「委員会」という。）の設置、

運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 
（設置） 

第２条 箱根町立小・中学校の統廃合を推進するために必要な諸事項及び基本的問題等について、

検討及び調整するため、委員会を設置する。 
 （所掌事務） 
第３条 委員会の所掌事務は、おおむね次に掲げる事項とする。 

(1) 学校運営及び教育計画に関する事項 
(2) 設備及び備品に関する事項 
(3) 通学方法に関する事項 
(4) 校則に関する事項 
(5) 学校給食に関する事項 
(6) ＰＴＡ組織運営に関する事項 
(7) 校歌、校章及び校旗等に関する事項 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、統廃合の推進に関し必要な事項 
 （組織） 
第４条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。 
２ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 
３ 委員長には教育長を、副委員長には教育次長をもって充てる。 
４ 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。 
５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （検討部会） 
第５条 委員会に、第３条に規定する所掌事務の細部について検討及び調整するため、検討部会を

置くことができる。 
（会議の招集等） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 
 （設置期間） 
第７条 委員会の設置期間は、施行日から、その目的を達成したときまでとする。 
 （事務局） 
第８条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長がその都度会

議に諮って、定める。 
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   附 則 
 この要綱は、平成１８年１２月１２日から施行する。 
 
別表（第４条関係） 
委員長 教育長 
副委員長 教育次長 
構成員（町） 学校教育課長 
構成員（部会） 学校運営・教育計画検討部会代表 設備・備品調整検討部会代表 通学

方法検討部会代表 校則検討部会代表 学校給食検討部会代表 PTA
組織運営検討部会代表 校歌・校章・校旗等検討部会代表 

構成員（その他） 教育委員 
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箱根町立小・中学校統廃合準備委員会検討部会設置要領 
 
 
１ この要領は、箱根町立小・中学校統廃合準備委員会設置要綱第５条に規定する検討部会（以下

「部会」という。）の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 
２ 箱根町立小・中学校統廃合準備委員会（以下「委員会」という。）の所掌事務の細部について

検討及び調整するため、部会を設置する。 
３ 部会の種類並びに検討及び調整事項は、次のとおりとする。 

(1)学校運営・教育計画検討部会 
 交流計画案、校務分掌、新学級編成、教室配置、時程表、年間授業、年間計画、学校行事計画、

部活、小学校における校則、その他教務に関する事項 
(2)設備・備品調整検討部会 
 設備、備品の調査・調達、統合校と廃校校の調整、搬出入計画等に関する事項 
(3)通学方法検討部会 
 通学路、スクールバス運行方法、緊急下校体制等に関する事項 
(4)校則検討部会 
 校則、名札、体操服等に関する事項 
(5)学校給食検討部会 
 給食方法、設備改修・整備、給食備品の調査・調達等に関する事項 
(6)ＰＴＡ組織運営検討部会 
 PTA 規約、会費集金方法、統合年度役員候補選出、予算・事業計画作成等に関する事項 
(7)校歌・校章・校旗等検討部会 
 校歌、校章、校旗の企画立案、制服等に関する事項 

４ 部会の構成員は別表に掲げる者をもって組織する。 
５ 部会は、委員会の委員長が招集する。 
６ 部会の代表は、原則として教育次長及び町校長会が指名する担当校長とする。 
７ 担当校長等について人事異動があった場合は、原則として後任者が引き継ぐこととする。 
８ 部会の構成員のうち、学校関係者は町校長会又は関係校が、PTA 関係者は町 PTA 連絡協議会

又は関係校が、自治会関係者は町自治会連絡協議会が、それぞれ指名又は選出若しくは推薦する

者とする。    
９ 部会の代表は、部会において検討及び調整した結果を委員会へ報告しなければならない。 
10 部会の書記は、事務局が担当することとする。 
11 部会は、会議終了後速やかに別紙様式により報告書を作成し、会議に付した資料も添付し、代

表が保管するとともに、その１部を委員長へ提出しなければならない。 
12 部会の報告書は、ホームページ等において公表するものとする。ただし、報告書の一部に個人

情報等を含む場合には、十分留意して取り扱うものとする。 
13 部会は、必要に応じて町校長会と連絡及び調整を行うものとする。 
14 部会において必要と認めるときは、委員長の了承を得て、関係者の出席を求め、意見又は説明

を聴くことができる。 
15 部会の設置期間は、施行日から、その目的を達成したときまでとする。 
16 部会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。 
17 この要領に定めるもののほか、部会の運営等に関し必要な事項は、委員長がその都度会議に諮

って、定める。 
 

  附 則 
この要領は、平成１８年１２月１２日から施行する。 
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別表 

学校運営・教育計画検討部会 
代 表 教育次長 箱根明星中学校長 宮城野小学校長 

構成員 各小・中学校教頭 各小・中学校総括教諭 学校教育

課学校統廃合担当 

設備・備品調整検討部会 
代 表 教育次長 仙石原中学校長 温泉小学校長 

構成員 各小・中学校事務職 箱根明星中学校教頭 箱根小学

校教頭 学校教育課学校統廃合担当 

通学方法検討部会 

代 表 教育次長 箱根小学校長 

構成員 
PTA 関係者６名（湯本中学校、箱根明星中学校、仙

石原中学校、温泉小学校、宮城野小学校、箱根小学校）

宮城野小学校教頭 学校教育課学校統廃合担当 

校則検討部会 

代 表 教育次長 仙石原中学校長 

構成員 
各中学校生徒指導担当教諭（湯本中学校大輪教諭、箱

根明星中学校永山教諭、仙石原中学校高山教諭） 学

校教育課学校統廃合担当 

学校給食検討部会 
代 表 教育次長 箱根明星中学校長 仙石原小学校長 

構成員 各小学校栄養士 各中学校 PTA 関係者３名 学校教

育課学校統廃合担当 

ＰＴＡ組織運営検討部会 

代 表 教育次長 町 PTA 連絡協議会から推薦された構成員

のうち１名 

構成員 
町 PTA 連絡協議会から推薦された者８名 仙石原中

学校教頭 仙石原小学校教頭 学校教育課学校統廃

合担当 

校歌・校章・校旗等検討部会 

代 表 教育次長 湯本中学校長 湯本小学校長 

構成員 

PTA 関係者６名（湯本中学校、箱根明星中学校、仙

石原中学校、温泉小学校、宮城野小学校、箱根小学校）

町自治会連絡協議会から推薦された者５名 各小学

校代表（湯本小学校教頭、温泉小学校教頭、宮城野小

学校総括教諭、仙石原小学校総括教諭、箱根小学校

橋本教諭） 箱根明星中学校音楽科柏木教諭 箱根明

星中学校美術科伊藤教諭 湯本中学校制服担当小川

教頭 学校教育課学校統廃合担当 
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（別紙様式） 
 

箱根町立小・中学校統廃合準備委員会検討部会の会議結果概要報告書 
 

                                 年  月  日 
部会種類 ○○○検討部会 （第○回） 
開催日時 ○年○月○日（○）   ○時○分～○時○分 
開催場所 ○○○ 

出席者 
代 表：○○、○○ 
構成員：○○、○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議題及び検討・調整

結果等の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会議資料  
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                                                   2006/12/12 現在          

統廃合にかかる検討組織体系図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

箱根町立小・中学校統廃合準備委員会 
（委員長：教育長、事務局：学校教育課）

①学校運営・教育計画検討部会 

②設備・備品調整検討部会 

③通学方法検討部会 

④校則検討部会 

⑤学校給食検討部会 

⑥ＰＴＡ組織運営検討部会 

⑦校歌・校章・校旗等検討部会 

箱根町立小・中学校校名選定委員会 
（委員長：助役、事務局：学校教育課）
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校名選定委員会 統廃合準備委員会
①学校運営・教育計画 ②設備・備品調整 ③通学方法 ④校　則 ⑤学校給食 ⑥PTA組織運営 ⑦校歌・校章・校旗等

■5/15（火）
■協議した主な項目
○統合小・中学校校名
の選定

※議会６月定例会にて
改正条例可決（校名選
定委員会の設置期間は
終了）

■1/21（月）
■協議した主な項目
○校章の選考
○各検討部会の進捗状
況等の報告
○各種整備工事の進捗
状況の報告

[中学校]
■3/13（木）
■協議した主な項目
○学級編成等

■2/7（木）
■協議した主な項目
○備品移設行程等

■3/10（月）
○スクールバス運行ルー
ト試走を実施（乗車対
象：平成２０年度就学児
童・保護者、３小学校[温
小、宮小（二ノ平・強
羅）、箱小]１～５年生児
童・保護者）

■1/10（木）
■協議した主な項目
○在校生説明会及び新
入生説明会へ向けた校
則（シューズ等）の確認

■2/8（金）
■協議した主な項目
○統合小・中学校給食
物資納入登録業者説明
会
（納入にかかる注意事
項、納入ローテーション
の確認等）

[中学校]
■10/23（火）
■協議した主な項目
○ＰＴＡ表彰・慶弔規程
（案）の見直し等

■2/25（月）
■協議した主な項目
○箱根の森小学校校歌

■4/18（水）
■協議した主な項目
○校名公募の集計結果
○校名の選定、集計結
果の周知等

■10/10（水）
■協議した主な項目
○校歌作者の選定、校章
の選考、制服の選定
○各部会の進捗状況につ
いて（各部会代表及び事
務局からの報告等）
○各種整備工事の進捗
状況について
○箱根町学校統合推進
事業補助金等

[中学校]
■2/22（金）
■協議した主な項目
○新校における学級編
成
○新１・２年生の宿泊学
習等

■11/19（月）
■協議した主な項目
○備品リスト・登録票
○図書の移設、不用品
の処分
○保存文書の移管方法
等

■1/16（水）
■協議した主な項目
○スクールバス運行ルー
ト検証（第２回）等

■9/18（火）
■協議した主な項目
○体操着・シューズ最終
確認、販売方法
○部活動細則等

■12/4（火）
■協議した主な項目
○給食費
○食物アレルギー調査
○統合小・中学校におけ
る給食物資納入業者公
募等

[小学校]
■9/27（木）
■協議した主な項目
○規約の施行日、内規
○PTA文庫・ベルマー
ク、今後の日程等

■1/16（水）
■協議した主な項目
○校歌作詞・作曲の選
定結果
○校章デザインの選定
結果
○襟章・校旗の作成等

■2/15（木）
■協議した主な項目
○公募の具体的な実施
方法（募集要項、応募用
紙等）

■7/2（月）
■協議した主な項目
○統合校の名称正式決
定の旨報告
○各検討部会の進捗状
況及び課題・調整事項
について（各部会代表及
び事務局からの報告等）
○校歌作成を依頼する
際の方向性確認等

[中学校]
■1/15（火）
■協議した主な項目
○新入生説明会等

■10/9（火）
■協議した主な項目
○備品リストの最終確
認、不用品の処分、備品
の管理方法
○保存文書の移管方法
等

■12/5（水）
■協議した主な項目
○スクールバス運行に関
する説明等、自然災害
時（積雪等）の登下校
○スクールバス運行ルー
ト検証（第２回）等

■4/27（金）
■協議した主な項目
○体操服・シューズ等に
かかる業者によるプレゼ
ンテーション実施後、業
者選定

（栄養士との打合）
■10/26（金）
■協議した主な項目
○食物アレルギー調査、
統合中学校給食室工事
内容にかかる確認等

[中学校]
■7/3（火）
■協議した主な項目
○中学校の地区の設定
等

[制服]
■11/28（水）
■協議した主な項目
○制服販売価格
○制服販売に関する協
定等

■1/29（月）
■協議した主な項目
○箱根町立小・中学校
校名選定委員会設置要
綱等
○校名原案作成の方法
○公募の実施方法（概
要）

■4/23（月）
■協議した主な項目
○各検討部会の進捗状
況及び課題・調整事項
について（各部会代表か
らの報告等）

[中学校]
■12/11（火）
■協議した主な項目
○新入生説明会等

■9/5（水）
■協議した主な項目
○管理用備品リストの確
認
○教科用備品リストの作
成等

■10/4（木）
■協議した主な項目
○スクールバス運行に関
する説明等、自然災害
時（積雪等）の登下校
○統合中学校への交通
機関を利用した通学（ダ
イヤ）等

■3/12（月）
■協議した主な項目
○体操服・シューズにか
かる仕様書の最終調整
等

（栄養士との打合）
■10/19（金）
■協議した主な項目
○食物アレルギー調査、
統合小・中学校における
給食物資納入業者公募
方法等

■6/21（木）
■協議した主な項目
○小・中学校別のこれま
での経過説明
○今後の日程について
（PTA規約案の承認、新
役員等の指名・推薦等）

[校章・校旗]
■11/26（月）
■協議した主な項目
○校章のデザイン

■12/19（火）
■協議した主な項目
○箱根町立小・中学校
統廃合準備委員会設置
要綱等
○学校統廃合の推進に
かかる検討の進め方等

[中学校]
■11/29（木）
■協議した主な項目
○統合中学校の教育計
画等

■7/19（木）
■協議した主な項目
○統合校へ移管する管
理用、教科用備品リスト
の作成
○今後のスケジュール等

■8/21（火）
■協議した主な項目
○スクールバス運行に係
る交通事業者への相談
結果の報告
○統合中学校への交通
機関を利用した通学等

■2/8（木）
■協議した主な項目
○「生活のきまり」のすり
合わせ
○体操服・シューズ等

■9/28（金）
■協議した主な項目
○食物アレルギー調査
○給食費
○給食納入業者選定等
基準、給食指導計画等

[小学校]
■5/24（木）
■協議した主な項目
○規約原案の検討、今
後の日程確認等

[校章・校旗]
■10/22（月）
■協議した主な項目
○校章のデザイン
○校章案採用者等への
賞品、校章の周知
○校旗等

学校統廃合にかかる委員会、検討部会の開催状況（概要）
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[小学校]
■9/4（火）
■協議した主な項目
○学校経営計画、年間
教育計画、日課表、新学
級編制等

■5/10（木）
■協議した主な項目
○管理用備品及び教科
備品の現地調査（確認）
の実施方法等

■7/17（火）
■協議した主な項目
○ルート検証（6/20）時
の主な意見（これまでの
経過も踏まえた整理）及
び町側の考え方（方針）
等

■1/15（月）
■協議した主な項目
○生活のきまり（シュー
ズ、靴下、シャツ、頭髪
等）等

（代表・栄養士との打合）
■7/20（金）
■協議した主な項目
○部会開催（9月）へ向け
た調整・確認（給食運搬・
配膳等）

[中学校]
■5/17（木）
■協議した主な項目
○規約等
○学校行事とPTAの協
力について

[制服]
■10/17（水）
■協議した主な項目
○制服販売業者説明会
等

[中学校]
■8/10（金）
■協議した主な項目
○生徒会規約等

■2/26（月）
■協議した主な項目
○移設備品リストの
チェック結果確認
○備品確認のスケジュー
ル等

■6/20（水）
■協議した主な項目
○スクールバス運行ルー
ト検証（実際にバス乗車）
○（ルート検証後）意見
交換

（栄養士との打合）
■6/21（木）
■協議した主な項目
○部会代表と栄養士との
相談（7/20）時における
内容確認等

[中学校]
■4/25（水）
■協議した主な項目
○規約、常任各委員会
の主な活動及びメンバー
等

■10/2（火）
■協議した主な項目
○校歌作成候補者（経
過説明）
○校章の選考（応募状
況、一次選考結果、選考
方法、認定証等）
○制服（検討経過、確認
事項、販売業者への説
明会）等

[小学校]
■7/6（金）
■協議した主な項目
○入学式、始業式
○各地域行事との関わ
り、PTA会費等

■2/5（月）
■協議した主な項目
○備品確認作業の方向
性（現場調査等）
○学籍、文書関係等

■5/16（水）
■協議した主な項目
○スクールバス運行ルー
ト及び乗車ルールの保
護者意見の確認
○スクールバス運行ルー
ト検証
○添乗員等

（事務局による視察）
■6/15（金）
※参考とするため、小田
原市内の中学校におけ
る給食施設、給食搬入、
配膳等の状況（流れ）の
視察実施

[中学校]
■3/22（木）
■協議した主な項目
○常任委員会の設置数
及び名称、役員等の選
出方法等

[校章・校旗]
■9/20（木）
■協議した主な項目
○校章の選定（第一次
選定）
○表彰内容等

■6/11（月）
■協議した主な項目
[小学校]
○新入学児説明会
○地域行事との関わり等
[中学校]
○教務関係
○学校行事
○部活動等

■1/9（火）
■協議した主な項目
○備品移設
○備品管理（備品台帳、
管理方法）
○図書
○文書管理等

■3/2（金）
■協議した主な項目
○スクールバス運行ルー
トのパターン
○スクールバスの乗車
ルール
○横断歩道等

（栄養士との打合）
■4/24（火）
■協議した主な項目
○箱根明星中学校給食
調理室設置工事実施設
計に係るハード面（設
備、厨房備品）の調整等

[小学校]
■3/1（木）
■協議した主な項目
○規約、細則、内規の最
終検討等

[制服]
■9/10（月）
■協議した主な項目
○最終サンプルの確認・
決定
○採寸方法、期間等

[中学校]
■3/20（火）
■協議した主な項目
○平成18年度中の協議
内容のとりまとめ等

■2/8（木）
■協議した主な項目
○通学に関する検討課
題（項目）の確認
○スクールバス運行ルー
トの検討

■3/29（木）
■協議した主な項目
○給食費の集金方法等
○給食に対する期待
○今後の進め方等
※栄養士が中心となり、
基本的な方向性を決め
ることを確認（事務局と随
時打合を実施、以降の
部会は打合進捗を勘案
し開催）

[中学校]
■2/21（水）
■協議した主な項目
○規約の見直し等

[制服]
■8/6（月）
■協議した主な項目
○女子制服の細部検討
○販売業者との確認事
項等
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[小学校]
■3/16（金）
■協議した主な項目
○各課題（年間授業時
数、日課表等）ごとの案
についての報告等

■1/18（木）
■協議した主な項目
○スクールバス運行方法
等
○通学路の安全確保
等
○部活動（朝練・放課
後）と通学時のダイヤとの
関わり等

■1/18（木）
■協議した主な項目
○統合中学校における
給食（全般）
○給食時間、配膳等

[中学校]
■2/8（木）
■協議した主な項目
○会費、規約
○統合年度（H20）の予
算及び準備金等

[校章・校旗]
■7/19（木）
■協議した主な項目
○校章の選定方法
○校章の選定基準等

[中学校]
■3/13（火）
■協議した主な項目
○年間主要行事計画の
検討等

[小学校]
■2/7（水）
■協議した主な項目
○会費、準備金等
○規約

[校歌]
■7/17（火）
■協議した主な項目
○統廃合準備委員会で
の検討結果を踏まえた
校歌作成（依頼先等）

[小学校]
■2/23（金）
■協議した主な項目
○学校間交流、児童指
導、年間行事計画等

■1/25（木）
■協議した主な項目
○今後の検討の方向
性、検討課題（規約、会
費等）の洗い出し等

[制服]
■7/9（月）
■協議した主な項目
○女子制服の素材、色、
柄等細部の検討
○制服販売業者の選定
等

[中学校]
■2/8（木）
■協議した主な項目
○時程表、校務分掌、学
級編成、学校間交流、生
徒会等

[制服]
■6/19（火）
■協議した主な項目
○制服検討委員会のメ
ンバー
○制服作成スケジュー
ル、制服販売店の選定
等

[小学校]
■1/31（水）
■協議した主な項目
○校務分掌、学校間交
流、年間行事予定表等

[校章・校旗]
■6/11（月）
■協議した主な項目
○校章の公募にかかる
募集要項の最終確認等

[小学校]
■1/23（火）
■協議した主な項目
○日課表、みんなの約
束、学校間交流、学校行
事等

■5/22（火）
■協議した主な項目
○体操服・シューズ等及
び女子制服の業者ﾌﾟﾚｾﾞ
ﾝﾃｰｼｮﾝ結果報告
○校章公募
○校歌作成の検討
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学校統廃合にかかる委員会、検討部会の開催状況（概要）

■1/15（月）
[小学校]
■協議した主な項目
○学校間交流の見直し、
日課表、児童指導、平成
20年度学校行事のねら
いと内容等
[中学校]
■協議した主な項目
○日課表、部活動、学校
説明会、家庭訪問、防災
避難訓練等

[制服]
■5/9（水）
■協議した主な項目
○業者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ実
施後、業者選定

■1/5（金）
■協議した主な項目
○今後の検討の方向
性
[小学校]
○交流計画案、時程表、
学校行事等
[中学校]
○年間授業計画、時程
表等

[校歌]
■4/12（木）
■協議した主な項目
○作成方法、作詞作曲
の依頼先等

[制服]
■3/15（木）
■協議した主な項目
○制服販売ｼｽﾃﾑの確
認、制服ﾒｰｶｰの選定等

[校章・校旗]
■3/12（月）
■協議した主な項目
○公募の具体的な実施
方法等

■2/20（火）
■協議した主な項目
○統合中学校の制服に
関するアンケート集計結
果
○校歌作成依頼者の選
定等
○校章の公募方法等

■1/18（木）
■協議した主な項目
○校歌作成にかかる考
え方等
○校章作成にかかる考
え方等
○制服の考え方等
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事　　　　　　　　　項 期　　　　　間

平 成 １ ９ 年 度 （予算計上額 ４，３３３ ） 千円

平 成 ２ ０ 年 度 １２，７６９

平 成 ２ １ 年 度 １２，７６９

平 成 ２ ２ 年 度 １２，７６９

平 成 ２ ３ 年 度 １２，７６９

平 成 ２ ４ 年 度 ８，４３６

計 ５９，５１２

平 成 １ ９ 年 度 （予算計上額 ０ ） 千円

平 成 ２ ０ 年 度 １，１０９

平 成 ２ １ 年 度 １，１０９

平 成 ２ ２ 年 度 １，１０９

平 成 ２ ３ 年 度 １，１０９

平 成 ２ ４ 年 度 １，１０９

計 ５，５４５

平 成 １ ９ 年 度 （予算計上額 ０ ） 千円

平 成 ２ ０ 年 度 ４１６

平 成 ２ １ 年 度 ４１６

平 成 ２ ２ 年 度 ４１６

平 成 ２ ３ 年 度 ４１６

平 成 ２ ４ 年 度 ４１６

計 ２，０８０

平 成 １ ９ 年 度 （予算計上額 ２，０９３ ） 千円

平 成 ２ ０ 年 度 ２，７９１

平 成 ２ １ 年 度 ２，７９１

平 成 ２ ２ 年 度 ２，７９１

平 成 ２ ３ 年 度 ２，７９１

平 成 ２ ４ 年 度 ７００

計 １１，８６４
平 成 １ ９ 年 度 （予算計上額 ０ ） 千円
平 成 ２ ０ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ １ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ ２ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ ３ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ ４ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ ５ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ ６ 年 度 ３１，８６０
平 成 ２ ７ 年 度 ３１，８６０

計 ２５４，８８０
平 成 １ ９ 年 度 （予算計上額 ２１４ ） 千円
平 成 ２ ０ 年 度 ２７７
平 成 ２ １ 年 度 ２７７
平 成 ２ ２ 年 度 ２７７
平 成 ２ ３ 年 度 ２７７

計 １，１０８

印 刷 機 借 上 料
（ 平 成 １ ９ 年 度 設 置 分 ）

ス ク ー ル バ ス 借 上 料

庁 用 自 動 車 借 上 料
（ 平 成 １ ９ 年 度 借 上 分 ）

第２表　債務負担行為

限　　　度　　　額

人 事 給 与 シ ス テ ム 使 用 料

電 子 計 算 機 器 等 借 上 料
（ 平 成 １ ９ 年 度 設 置 分 ）

法 人 町 民 税 シ ス テ ム 使 用 料

５２











 

町では、町内にあった５つの小学校と３つの中学校を統廃合し、平成２０年４月から、３つの小学校と１つの中
学校に統合することとなりました。 
 
この学校統廃合により廃校となる小中学校跡地の活用について、役場内部だけで考えるのではなく、周辺地
域の皆さんはもとより、各企業、各種団体、個人経営者等、町内外を問わず、多くの方々からご意見や様々な
アイディアを聞かせていただきたいと思います。 
 
皆さんのご提案をお待ちしています。 
 

 提案募集の内容 

「箱根町学校跡地の有効活用について」

 対象施設  （学校名をクリックすると、各学校のホームページをご覧になれます）

下記学校跡地の有効な活用方法について、意見・アイディアを募集します。

学 校 名 温泉小学校 箱根小学校 湯本中学校 仙石原中学校

所 在 地 宮ノ下413番地 箱根561番地 湯本855番地 仙石原817番地

校地面積 14，012㎡ 15，537㎡ 21，205㎡ 31，544㎡

校舎面積 2，859㎡（ＲＣ3階建） 2，806㎡（ＲＣ2階建） 3，812㎡（ＲＣ3階建） 3，850㎡（ＲＣ2階建）

 応募方法   

提案内容と住所、氏名、連絡先を記入のうえ、郵送、ファックス、メールで応募ください。 
※所定の様式はありません。下記の応募事例を参考にしてください。 

 募集期限  

12月27日（木）

 結果の公開  

応募いただいたご意見については、とりまとめが終わり次第、町ホームページ、回覧「まちだより」に掲載し、
情報コーナー、出張所に応募結果を掲示し、広く皆さんに公開します。

 町の案について 

町で考えました具体的な利用案を掲載しますので、参考としてください。

学 校 名 町        案

温泉小学校
中央幼児学園、温泉出張所、温泉公民館、（温泉出張所、温泉公民館が移設できれば、
現在の建物は売却対象とする）、町民活動支援センター、高齢者福祉施設（デイサービ
ス）、宮ノ下上町駐車場の代替地 

箱根小学校
箱根出張所、郷土の資料館等学習施設、宿泊型研修施設（研修、スポーツ）、公共の運
動施設（グラウンド、体育館）、観光駐車場（臨時） 

湯本中学校
町民活動支援センター（湯本分室）、高齢者福祉施設（デイサービス）、グラウンドは地域
住民が利用できる施設、民間企業等を対象にして利用方法を公募 

廃校活用公募型プロポーザルの実施、学校農園跡地宅地造成委託業務公募プロポーザ
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仙石原中学校
ルの実施、民間企業等を対象にして利用方法を公募 
（利用例）バスターミナル、パーク＆ライドとしての共通拠点、バス営業所、土産店等商店
のテナント、企業の研究所、保養所、林間学校等宿泊施設 

 学校跡地利用に係る意見交換会の開催 

貴重な町の財産である施設を地域で有効に活用していただける方法を皆さんと一緒に考えていきたいと思
います。多くの方のご参加をお待ちしています。

期 日 開 催 場 所 時 間

12月3日（月） 役場分庁舎

各会場とも19時～20時30分

4日（火） 温泉小学校

11日（火） 総合保健福祉センター「さくら館」

12日（水） 元箱根公民館

13日（木） 仙石原文化センター

箱根町役場 企画課企画調整班 
〒250-0398神奈川県足柄下郡箱根町湯本256  電話 0460-85-9560 FAX 0460-85-7577 
 Copyright(C) 2001-2006 Town of Hakone All right reserved.   
web_kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp
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【提案の募集】 

町では、町内にあった５つの小学校と３つの中学校を統廃合し、平成２０年４月から、３ 

つの小学校と１つの中学校に統合されることとなりました。 

 この学校統廃合により廃校となる小中学校跡地の活用について、役場内部だけで考えるの 

ではなく、周辺地域の皆さんはもとより、各企業、各種団体および個人経営者など、町内外 

を問わず、多くの方々からご意見や様々なアイディアを聞かせていただきたいと思います。 

 皆さんのご提案をお待ちしています。 

 

（１） 提案募集の内容 「箱根町学校跡地の有効活用について」 

    

 学 校 名 所 在 地 施 設 の 概 要 

温泉小学校 宮ノ下４１３番地 校地面積（14,012 ㎡） 校舎 ＲＣ3 階建（2,859 ㎡）

箱根小学校 箱根５６１番地 校地面積（15,537 ㎡） 校舎 ＲＣ2 階建（2,806 ㎡）

湯本中学校 湯本８５５番地 校地面積（21,205 ㎡） 校舎 ＲＣ3 階建（3,812 ㎡）

仙石原中学校 仙石原８１７番地 校地面積（31,544 ㎡） 校舎 ＲＣ2 階建（3,850 ㎡）

 

（２）応募方法 提案内容と住所、氏名、連絡先をご記入のうえ、郵送、ファックス、メール

で応募ください。 

所定の様式はありませんが、下記の応募事例を参考にしてください。 

 

                          （応募事例） 

箱根町学校跡地の活用方法について 

  次のとおり提案します。 

学 校 名 提  案  内  容 

温泉小学校  中央幼児学園として、温泉出張所、温泉公民館を併

設した複合施設とする。 

※企業などで提案の場合は、施設の利用条件などをご

記入ください。 

湯本中学校 ・ 高齢者福祉施設 

・ 町民活動支援センター 

    

  

平成１９年  月  日 

  提案者 箱根町湯本２５６番地 

      箱根 太郎  連絡先 0460（85）7111 

 
 

 

 

 

 

 

 

（３）募集期間  １１月１５日（木） ～ １２月２７日（木） 

（４）結果の公開 応募いただいたご意見については、とりまとめが終わり次第、町ホーム

ページ、回覧「まちだより」に掲載し、情報コーナー、出張所に応募結果

を掲示し、広く皆さんに公開します。 

【町の案について】 

 町で考えました具体的な利用案を掲載しますので、参考としてください。 

 

学 校 名 町   案 

温泉小学校 中央幼児学園、温泉出張所、温泉公民館、（温泉出張所、温泉公民館

が移設できれば、現在の建物は売却対象とする。）、町民活動支援セ 

ンター、高齢者福祉施設（デイサービス）、宮ノ下上町駐車場の代替

地 

 

箱根小学校 箱根出張所、郷土の資料館など学習施設、宿泊型研修施設（研修、

スポーツ）、公共の運動施設（グラウンド、体育館）、観光駐車場（臨

時） 

 

湯本中学校 町民活動支援センター（湯本分室）、高齢者福祉施設（デイサービス）、

グラウンドは地域住民が利用できる施設、民間企業などを対象にし

て利用方法を公募 

 

仙石原中学校 廃校活用公募型プロポーザルの実施、学校農園跡地宅地造成委託業

務公募プロポーザルの実施、民間企業などを対象にして利用方法を

公募 

（利用例）バスターミナル、パーク＆ライドとしての共通拠点、バ

ス営業所、土産店など商店のテナント、企業の研究所、保養所、林

間学校など宿泊施設 

 

 

 

 

 

応募・照会先 企画課企画調整班  

  〒250‐0398 箱根町湯本 256 番地 

電話（85）9560 FAX（85）7577  

E‐mail web_kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp 

箱根町学校跡地の利用について提案を募集します 
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○箱根町公共施設配置研究会要綱 
平成元年10月16日 

 

(目的及び設置) 
第1条 町政運営の核となる公共施設のあり方について調査研究するため、箱根町公共施

設配置研究会(以下「研究会」という。)を設置する。 
 

(研究事項) 
第2条 研究会は、次の事項について調査研究する。 

(1) 公共施設の配置計画に関すること。 

(2) 公有地の有効利用に関すること。 

(3) 土地の公有化に関すること。 

(4) その他必要な事項に関すること。 
 

(研究会の構成員) 
第3条 研究会は、別表に掲げる者をもって構成する。 
 

(研究会の運営) 
第4条 研究会に会長を置き、副町長があたる。 

2 研究会は、会長が招集する。 

3 研究会は、必要に応じて他の関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。 
 

(事務局) 
第5条 研究会の事務局は、企画課に置く。 
 

(雑則) 
第6条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項は、会長がその都度研

究会にはかって定める。 
 

附 則 

1 この要綱は、平成元年10月16日から施行する。 

2 箱根町公共施設適正配置調査研究会要綱(昭和57年7月1日施行)は、廃止する。 

3 土地問題研究会設置要綱は、廃止する。 
 

附 則 

この要綱は、平成2年6月14日から施行する。 
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附 則 
この要綱は、平成4年5月22日から施行する。 
 

附 則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 
 

別表(第3条関係) 
副町長 政策秘書室長 企画観光部長 総務部長 福祉部長 環境整備部長 教育次長

企画観光部企画課長 総務部財務課長 環境整備部都市整備課長 
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